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序     文 
 

日本国政府は、パプアニューギニア独立国政府の要請に基づき、運輸省（Department of Transport）

における「運輸省港湾政策及び行政能力強化プロジェクト」の実施を決定し、独立行政法人国際

協力機構（JICA）がこの詳細計画策定調査を実施することと致しました。 

当機構は、協力要請の背景・内容を確認し、関連する基礎情報を収集するとともに、パプアニ

ューギニア独立国政府の意向を確認するため、2013年5月4日から6月17日まで45日間にわたり調査

団を現地に派遣しました。現地調査の結果を踏まえ、パプアニューギニア独立国政府との意見交

換のうえ、本格協力に関する協議議事録（M/M）に署名しました。 

本報告書は、今回の調査結果を取りまとめるとともに、引き続き実施を予定している本格協力

に資するためのものです。 

終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成25年10月 

 

独立行政法人国際協力機構 

パプアニューギニア事務所長 杉山 茂 
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第１章 詳細計画策定調査の概要 
 

１－１ 調査の背景 

パプアニューギニア独立国（以下、「パ」国と記す）は、首都やその他主要都市が位置するニュ

ーギニア島を中心に、大小合わせて600を超える島々から形成されている。また、ニューギニア島

の中央には3,000～4,000m級の山脈が連なり国土を分断しており、山岳部以外は深い熱帯雨林に覆

われている。このような険しい地形条件により、幹線道路網にも多くのミッシングリンクがある

ことに加え、毎年地すべりや洪水などの自然災害が頻発し、重要な幹線道路であっても頻繁に寸

断されている。こうした背景から、「パ」国では、伝統的に陸上交通が発達せず、代わりに人・物

資の移動を海上交通に頼ってきた。現在でも、「パ」国内22州のうち15州が「Maritime Province」

と定義されており、それらの州の人口の59％が陸上・航空交通にアクセスできず、海上交通に依

存している。このような背景のもと、「パ」国は長期計画である“Papua New Guinea Development 

Strategic Plan 2010-2030”、中期計画である“Medium Term Development Plan 2011-2015”で、既存港

湾施設の改修、拡大及び行政能力の強化を重点課題として挙げている。 

一方、「パ」国内主要港の港湾施設は1960～70年代に建設されたものが中心で、老朽化が激しく、

また国際、国内貿易の増大に伴う需要の拡大、船舶の大型化・コンテナ化に対応できていないの

が現状である。加えて、港湾及び海事行政という観点でも、管理規制の役割の一部が運輸省

（Department of Transport：DoT）から、PNG港湾公社（PNG Ports Corporation Limited：PNGPCL）、

海上保安庁（National Maritime Safety Authority：NMSA）等の機関に委譲されている一方で、責任

の所在の曖昧さや、意思決定プロセスの複雑化といった課題を抱えている。 

DoTは「パ」国内における港湾・海事行政の最上位官庁であるが、上記のような組織運営上の課

題のほかに、職員の専門性、能力の不足が問題となっている。かかる状況を受け、「パ」国政府か

らわが国に対し、DoT海上運輸部門（Maritime Transport Division：MTD）の能力向上のための技術

協力プロジェクトの要請があり、わが国政府がこれを採択した。 

 

１－２ 調査の目的 

本詳細計画策定調査は、「パ」国からの協力要請の背景・内容を確認し、関連する基礎情報を収

集するとともに、先方政府関係機関との協議を経て協力計画を策定し、当該プロジェクトの枠組

みについてDoTと合意することを目的として実施した。 

 

１－３ 調査団構成 

担当分野 氏 名 所属先 

総括 杉山 茂 JICAパプアニューギニア事務所 

協力企画 谷口 賀一 JICAパプアニューギニア事務所 

港湾行政 小山 彰 一般財団法人国際臨海開発研究センター 

評価分析 寺尾 豊光 水産エンジニアリング株式会社 

 

１－４ 調査日程 

付属資料4のとおり。 
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１－５ 主要面談者 

付属資料5のとおり。 
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第２章 パプアニューギニア国港湾行政の現状と課題 
 

２－１ 港湾の現状と国家運輸戦略 

２－１－１ 港湾の現況 

「パ」国は、首都及び主要都市が位置するニューギニア島を中心に大小合わせて600あまりの

島々から構成されている島嶼国である。最大の島であるニューギニア島の中央は急峻な山々が

連なり、陸上交通がいまだ十分に発達しておらず、多くのミッシングリンクが存在する状況で

ある。このため、ニューギニア島の沿岸部、あるいは島嶼間の人や物の移動は海上交通に頼ら

ざるを得ない状況が現在も続いており、海上交通が全国をカバーする最も重要な輸送手段とい

える。 

「パ」国の主要な公共港湾は指定港（Declared Port）と呼ばれており、“Harbour Act 1963”に

より規定されている。これら指定港は22港存在するが、うち現在運営されている港湾は16であ

る。これらの港湾は、政府企業であるPNG港湾公社（PNGPCL）が管理運営を行うとともに（う

ち2港は地方機関に運営委任されている）、DoTから港湾の管理規制権限の委任を受けて、港湾の

開発許可や港湾施設の維持管理状況の管理などの責任を負っている。また“Harbour Act 1963”

に基づき指定港の港湾区域における活動に対して管理全般に責任を有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

注：PNGPCL資料ではAgencyはSamaraiのみである。 
出所：DoT、PNGPCL資料より調査団作成 

 

図２－１ 指定港（Declared Port）のネットワーク 
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指定港16港における最近の港湾取扱貨物量は、以下のとおりである。 

 

表２－１ 指定港全体の港湾取扱貨物量 
（単位：t） 

 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 

輸入 4,024,678 3,922,779 4,723,959 5,142,737 5,633,248 

輸出 2,480,191 2,300,211 2,428,344 2,607,673 2,339,990 

移入 1,468,046 1,354,167 1,529,935 1,535,766 1,541,969 

移出 1,246,919 1,190,862 1,188,346 1,158,261 1,070,578 
出所：PNGPCL資料 

 

表２－２ 指定港全体のコンテナ取扱量 
（単位：TEU） 

 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 

輸入 132,340 134,726 153,378 168,537 177,903 

輸出 125,738 119,987 136,959 147,451 158,837 

移入 60,447 57,550 65,176 66,910 64,500 

移出 62,566 55,364 64,860 62,774 60,496 
出所：PNGPCL資料 

 

最近の「パ」国におけるLNG開発などの資源開発による高成長を背景に港湾貨物量、特に輸

入量が増加していることが伺える。指定港のなかでは、Lae港がハイランドに通じる道路の入口

に位置しており、最も重要な港であり、国全体の貨物量の半分程度を取り扱っている。POM港

（Port Moresby）は首都に位置する港湾であり、Lae港の約半分の取扱貨物量である。Kimbe港は

第3の港であり、主にパーム油を取り扱っている。これらの3港のみが商業港として採算性を有

している。なお、PNGPCLは独立採算を求められる一方で、Community Service Obligationとして、

他の指定港についても運営・維持管理の業務が課せられている。 

 

表２－３ 主要な民間港の位置と開発目的 

港湾（施設）名 位置 整備目的 

NapaNapa Refinery Port Moresby 石油（輸入/輸出） 

Motukea Wharf Port Moresby LNG関連、一般貨物 

Taiheiyo Cement Wharf Lae セメント、原料（輸入） 

Bismark Maritime Lae 一般貨物 

Jant Wharf Madang 木材（輸出）（現在休止中） 

Coconut Products Limit Rabaul パーム油（輸出） 

Vanimo Forest Product Wharf Aitape 木材（輸出） 

Hargy Oil Palm Kimbe パーム油（輸出） 

Buluma Wharf Kimbe 木材（輸出） 

Kumul Platform Gulf Prov. 原油（輸出） 

Lihir Mines Limited New Ireland 一般貨物 

OK Tedi Mining（Kiunga） Western Prov. 銅、一般貨物 

Basamuk Port Madang ニッケル、コバルト 
注：グレーの網掛けの港湾は指定港港湾区域の外に位置するもの 
出所：DoT、PNGPCL資料より調査団作成 
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指定港のほか、「パ」国には鉱物産業や石油産業用に開発されてきた港湾、いわゆる民間港が

幾つかある。現在、DoTが把握している主要な民間港（国際貿易を行っている港）は、表２－３の

13港である。これらの港湾は、“Harbour Act 1963”が成立したころには、想定されていなかった

港湾であると考えられる。また、これらの港湾で取り扱われている貨物量等の統計データは、

PNGPCLが整理しているデータには含まれてない。なお、これらの民間港湾は増える状況にある。 

さらに「パ」国全国では、海岸沿いに小規模な突堤や陸揚げ施設がたくさん存在している。

また河川沿いも、特にSepik川やFly 川、Ramu川などに小型船舶の係留施設が存在している。こ

れらの施設は、州所有のものもあれば、町や村、教会、更には民間所有のものと多様な所有形

態となっている。全体の数（DoTの担当者によれば200以上とのこと）は正確には把握されてい

ない状況にある。 

 

 

（参考）民間港湾の開発許可権限・手順について 

 

PNGPCLの管理規制部門（Harbours Management Services：HMS）や民間港湾開発者、運営者より

情報収集した結果、指定港の区域内における民間港湾の開発許可の手順は以下のとおりである。 

① 土地空間計画省（Department of Land & Physical Planning：DoLPP）による“Underwater lease”

（99年間の使用権）権利の承認を受ける。この際、DoLPPはPNGPCLに相談。PNGPCLが承認

すれば、DoLPPは承認を与える。 

② PNGPCLに開発計画書を提出する。 

③ 同時に環境保全省（Department of Environment & Conservation：DEC）に環境影響評価書（EIA）

を提出し、承認を受ける。 

④ PNGPCLはチェックリストに基づき、内容を審査する。また、DECの承認が必要であり、そ

の認証コピーの添付をもってPNGPCLは承認する。 

⑤ 港湾運営に関する許可はPNGPCLが与える。 

 

なお、指定港の区域外における民間港湾開発については、今回の調査で1港のみが対象となった

が、その港湾の担当者によると、開発計画の許可は州政府インフラ計画部門、建設許可は

PNGPCL/DoT、施設運営許可はPNGPCL、ほかにDECも関わったとのことであった。指定港の区域

外の民間港湾の開発については、更なる情報収集が必要であるが、州政府やPNGPCL/DoTの関わり

方、特にDoTではなくPNGPCLが開発許認可を与えている点は、同組織内において利益相反を生じ

ており、許認可の枠組みとして問題がある。なお、PNGPCLが許認可の役割を担っているのは、DoT

が能力不足であったため、一時的に委任（Delegate）したためであるが、現DoT次官は、同権限を

DoTに戻したい意向である。 

 

２－１－２ 国家運輸戦略 

DoTはアジア協力銀行（ADB）の支援の下、国家運輸戦略（National Transport Strategy：NTS）

を策定し、2013年7月に国会承認されている。 

NTSは、NTDP（National Transport Development Plan）に代わる新たな総合的交通開発戦略・政

策であり、「パ」国“Vision 2050”に沿って今後20～30年にわたる交通分野に係る政府の政策を

示すことが目的である。これには、交通政策、交通関係機関の組織改編整備、交通投資戦略な

どが含まれている。また、併せて短期アクションプランとして「中期運輸計画」“Medium Term 

Transport Plan：MTTP：2014-2018年”も策定されている。これは、NTSの戦略に基づき、5年間
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の交通インフラ投資計画を提供するものである。 

NTSでは、9項目の政策目標を掲げているが、それらはすべて陸海空の交通モードを一体的に

連携させ、競争力があり、経済的、環境的にも継続可能な交通ネットワークシステムを構築し、

「パ」国全体の社会経済発展に効率的に貢献することをめざすものである。 

以下にNTSのなかで、本プロジェクトの関係する部分を簡潔に紹介する。 

（1）交通分野の組織体制改編整備 

海上交通分野においては、サービス提供機能と管理規制機能とを明確に区別するための

更なる改革が必要としている。その一環として、将来的には海上交通に係る管理規制機能

を一元化して、国家海事庁（National Maritime Administration：NMA）を創設することを提

案している。これは、現NMSA（後述）を母体として、運輸省海上運輸部門〔MTD（後述）〕

や海上保安部門（Maritime Security Division：MSD）（後述）、今後設けることが検討されて

いる海運フランチャイズユニット（Maritime Franchise Unit：MFU）、さらにPNGPCLの港湾

管理規制部門〔HMS（後述）〕など港湾及び海事に関わる管理規制機能を有する部門を1つ

にまとめようとするものである。 

 

（2）港湾の所有・管理・規制 

港湾は政府が所有し、民間所有の施設は主要な港湾内においてマスタープランに基づく

ものや法制度の範囲内に限り許可するとしている。DoTにおいて指定港及び非指定港の管理

運営に関し、新たな法整備を準備するように提案している。さらにDoTは、他省や州政府を

共同で小規模港湾の計画や資金調達方法を指導するようにとの提案もある。PNGPCLは政府

系企業として残し、指定港の港湾管理者として機能することとし、また、地方政府に対し

小規模港湾の管理維持に関し有価で技術指導を行うことを提案している。民間港を公共港

にすることの検討や港湾開発でPPP（Public Private Partnership）の積極的に活用することな

ども提案されている。 

 

（3）交通分野の人材育成 

教育と研修に力を入れて、交通分野の人材育成を強化するように提言している。 

NTSは多くの政策提言がなされているが、2010年からADBの支援の下、ニュージーラン

ドのコンサルタントが作成に関わってきているものの、DoT内では「これはコンサルタント

が作った政策であり、実施していくかどうかについては大臣や次官の判断による」、「組織

改革など時間を要するものが多くある」などの発言、意見が多く聞かれた。 

 

２－２ 港湾関係行政機関の概要 

「パ」国の港湾行政に関わる政府機関は多く存在する。 

 主要な機関は以下のとおりである。 

 

２－２－１ 運輸省（DoT） 

DoTは海・陸・空の3分野の交通政策を主管する中央政府機関である。全国交通政策や交通イ

ンフラ計画の策定などに責任を負っている官庁であり、また現在策定の最終段階であるNTSや

MTTPの策定、見直し更新の役割も担っている。さらに、交通関系法制度の整備や地方政府の交
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通分野への支援、調整、交通関係統計データの整備・分析・公表などの役割を担っている総合

官庁である。270程度のポストがあるが、うち80程度が空席となっており、職員数は190名程度

である。これは2007年以降の状況であるが、2012末に着任した新次官（Secretary）は空席を埋め

るようにとの指示を出しており（2013年3月）、後出するMTDでは5名、政策調査部門（Policy 

Research Division：PRD）では4名、MSDでは2名の採用するために公募を開始したところである

（2013年6月4日新聞広告掲載）。 

DoTの全体組織は、図２－２のとおりであるが、本プロジェクト及び港湾行政に関係する部門

の機能は図２－３のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：DoT資料より調査団作成 

図２－２ 運輸省（DoT）の組織図 

 

（1）海上運輸部門（Maritime Transport Division：MTD） 

MTDは本プロジェクトの主C/P部門であり、「パ」国海上交通行政に責任を持つDoTの一

部局である。局長（First Assistant Secretary：FAS）を筆頭に16のポストで構成されているも

のの、欠員が多く実際には7名の職員が在籍するにすぎない。FASは、DoT内では次官

（Secretary）、副次官（Deputy Secretary）に次ぐ順列であり、直属の上司は技術担当副次官

になる。 

MTDの主な機能は以下のとおりである。 

・海上交通分野に係る政策・戦略・計画策定 

・海上交通分野の政策・計画等の実施の調整・監督 

・海上交通分野の関係法令の施行 

・船舶の安全基準の確保及び世界海事機関（International Maritime Organization：IMO）

基準順守の確保 

・海上交通分野における委任機関の監督 

これらの機能を通じて、港湾及び海運分野における効率的、経済的、安全及び国際標準

に合致した海上交通行政の遂行と海上交通サービスの提供を任務としている。 
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しかしながら、多くの権限は関係機関（PNGPCL、NMSA等）に委任・移管されており、

現在有している権限は実質的には沿岸海運（Coasting Trade：カボタージュの一種）に係る

免許・許可の発出のみとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：DoT資料 

図２－３ MTD組織図 

 

なお、MTDの2012年予算は表２－４のとおりである。MTDでは一般予算にあたる部分と沿

岸海運免許発行の関係で海上運輸産業（Maritime Transport Industry：MTI）予算の2つの項目の

予算を有している。 

 

表２－４ MTDの2012年予算 

（単位：キナ） 

費  目 
一般 MTI 

予算額 予算額 

Leave Fares 5,400 6,500

Travel & Substance Expenses 20,000 100,000

Official Materials & Supplies 5,000 20,000

Operational Materials & Supplies 2,000 20,000

Transport & Fuel 8,000 25,000

Routine & Maintenance 6,000 ―

Other Operational Expences 2,000 6,000

Retirement Benefit, Pensions, Gratuties & Retrenchment 15,000 ―
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Membership Fees, Suscription & Contributions 25,600 ―

Training ― 30,000

Assets 10,000 10,400

Total 99,000 271,900
出所：DoT資料 

 

（2）政策調査部門（Policy Research Division：PRD） 

PRDは、本プロジェクトの副C/P部門と位置づけられる組織であり、運輸部門にかかわる

政策の策定や調査の実施を横断的に担当している部門である。政策・調査担当FAS以下16

のポストで構成されているが、4つのポストが空席となっている。この部門は政策部門に位

置づけられており、直属の上司は政策担当の次官になっている。本プロジェクトでは、水

運の政策・調査担当（Principal Policy and Research Officer）や情報担当（Principal Data 

Coordination）の参画が強く望まれるところである。 

PRDの主な機能は、以下のとおりである。 

・交通に係る政策、技術、投資による社会経済への影響を計ること 

・交通分野の発展を支え得る基本的革新的な調査研究を行うこと 

・交通分野ごとの政策を作成すること 

・全国交通政策を定期的に見直すこと 

・交通関係の情報・統計を収集、分析し、提供すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出所：PRD/DoT資料より調査団作成 

図２－４ PRD組織図 
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（3）海上保安部門 Maritime Security Division（MSD） 

MSDは、「パ」国が世界海事機関（International Maritime Organization：IMO）の定める「船

舶及び港湾施設の保安に関する国際規則（ISPSコード）」の締約国として、ISPS（International 

Ship and Port Facility）コードを遵守、実施するために設けられた部門である（国内法的には

商船法規則2005年に基づく）。保安担当FAS以下8ポストがあるが、職員数は7名である。な

お、オーストラリア人1名がアドバイザーとして派遣されている〔下記Maritime Security 

Advisor、AusAIDの協力プログラムである“Strongim Gavman Program：SGP”によるもの（後

述）〕。 

MSDの具体的な業務は、 

・海上交通のリスクを評価し、適切な保安対策を確保すること 

・港湾施設の保安評価を行い、港湾施設保安計画を作成すること 

・「パ」国で運航される船舶がISPS基準に準拠していることを確認すること 

・海上保安に関しIMOとの連絡調整に関すること 

などである。 

「パ」国には、現在ISPSコード対象となる港湾施設が26施設存在している。このうち

PNGPCLの施設が13であり、ほかの13施設は民間会社が所有する施設である。これらはすべ

てISPS基準を準拠した施設となっている。一方、船舶については500GT（Gross Ton）以上

がISPSコードの対象であるが、これに該当する「パ」国籍船は29隻に上っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：MSD/DoT資料より調査団作成 

図２－５ MSD組織図 
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２－２－２ PNG港湾公社（PNGPCL） 

PNGPCLは現在、政府系企業（State Owned Enterprise：SOE）としての形態を有しているが、

もともとは政府機関の1つであるPNG Harbours Board が“Haobours Board Act 1963”（2002年に

“Harbours Act”に改定）に基づき港湾の管理運営を行ってきており、2002年にPNG Harbours Ltd.

として公社組織となり、その後2006年にPNGPCLになって現在に至っている。これは民営化に向

けた動きであるが、いまだ完全な民営化には至っていない。 

PNGPCLは“Harbours Board Act”に規定された指定港（Declared Port）の管理運営を行ってい

る一方、2005年よりDoTから管理規制権限が委任された結果、現在では港湾のオペレーターとし

ての機能とレギュレーターとしての機能を併せもつ組織となっている。PGNPCLではこのため

2010年にHMSという別組織を設け、管理規制権限行使の専門部署としている。したがって、指

定港の港湾区域内（Port Limit）における民間の開発行為などに関しての規制許可権限を有して

いる。 

1つの組織が2つの機能を持つという複雑な形態は、「パ」国の港湾行政に係る関係機関の役割

分担を分かりにくくしている大きな要素である。また、PNGPCLを監督する官庁が多く存在して

おり、レギュレーター機能に関しては上位機関としてDoT、安全・環境規制関係はNMSA、オペ

レーター機能に関しては会社法“Company Act”の提供を受けており、上位機関としては、料金

規制等を行う独立消費公正取引委員会（Independent Consumer and Competition Commission：ICCC）、

株式を所有し事業監視を行う独立公共事業公社（Independent Public Business Corporation：IPBC）

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：PNGPCL資料 

図２－６ PNGPCL組織図 
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２－２－３ 海上保安庁（NMSA） 

NMSAは“NMSA Act”により2003年に設立された政府機関であり、船舶の航行安全及び海洋

の環境保全に責任を負っている官庁である。航行安全の面では、航行援助施設の整備・管理、

PNG籍船舶の登録・検査、PNG船員の登録、環境面ではIMOに基づく海洋汚染防除などの業務で

ある。もともとはDoTに属していた航行安全規制部門が独立してNMSAになったものである。特

徴的な点は、安全問題を担当しているにもかかわらず独立採算の運営組織であることである。

財源はLight Due（灯台税）、Regulation Function Levy（安全に関わる検査や証明に対しての料金）

である。また海図を販売している。年間20～24百万キナの収入であり、政府からは人件費とし

て1％程度を得ているだけである。この制度はオーストラリアの関連制度をモデルとしたもので、

291の灯台や船舶自動識別装置（Automatic Identification System：AIS）、潮位観測などでサービス

を提供しており、その対価の料金とのことである。さらに収入を増やすために海洋環境税の導

入も検討しているとのことである。 

全国に6つの地方事務所があり、71名の職員で構成されている。港湾における海上安全の問題

はすべてNMSAの管轄である一方、港湾の商業的活動について関わる権限は有していない。指定

港の港湾区域外のパイロットは、安全性確保の観点からNMSAの管轄となっている。 
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図２－７ NMSA組織図 

出所：NMSA資料 
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２－２－４ 独立公共事業公社（IPBC） 

IPBCは“IPBC Act”に基づいて2002年に設立された組織であり、SOEに対し管財人（Trustee）

としての役割を担っており、議会に対して報告義務を有している。現在は10のSOEを管理下に置

いている。これらのSOEの株式100％を所有しているほか、小規模なSOE や民間会社の株式も有

している。IPBCはMinister of Public Enterprise & State Investmentの下にあって、基本的な任務は

SOEの監督と財務管理にある。 

したがって、IPBCはPNGPCLの唯一単独の株主であり、PNGPCLに対し毎年事業計画書（Annual 

Plan）や四半期ごとの報告書（Quarterly Report）を提出させる権限がある。その事業計画書はPCL

が作成し、IPBCが承認する形を取っている。百万キナ以上の事業（運営関係及び投資関係）は

IPBCの承認が必要である。1千万キナ以上になると財務省（Ministry of Finance）の承認が必要と

なる。IPBCによれば、PNGPCLは優良な企業として過去5年に限ってみてもLNGプロジェクトの

恩恵もあり、安定的に黒字を出しており、国家の収入増に寄与しているとのことである。 

 

２－２－５ 独立消費公正取引委員会（ICCC） 

ICCCは、“ICCC Act”に基づいて2002年に設置された委員会であり、その目的は政府系企業

（SOE）の事業実施を独立した視点から監視し、恣意的な事業展開に陥らないことを通じて国民

の利益を最大にしようとするものである。現在、港湾、電力、水供給、郵便、車両強制保険な

どの政府系企業の料金規制を通じて事業監視を行っている。 

港湾分野での具体的な関与は、PNGPCLに対してであり、PNGPCLと契約（Regulatory Contract）

に基づき料金規制や設備投資のモニターなどを行っている。規制している料金は、①Wharfage、

②Berthage、③Berth Reservationの3つである。この3つは港湾の基本機能であり、また競争原理が

働かない分野であるので規制しているとのことである。設定料金は、利益の上がるPOM港、Lae

港、Kimbe港とその他の港の2種類がある。料金設定の基本は運営費用に見合うものであるため、

後者の料金が高くなっている。 

 

２－３ 港湾行政の現状と課題 

MTDをはじめとするDoT関係部局、港湾行政に関係する政府機関（PNGPCL、NMSA、ICCC、IPBC

など）、州政府、船会社等ステークホルダーとの一連の意見交換、情報収集等を通じて、明らかと

なった「パ」国港湾行政の現状に基づき、その課題は次の4項目に集約することができる。 

 

（1）港湾行政に係る政府関係機関の役割、機能、権限が明確でないこと 

全国の港湾行政を所掌すべきDoTがその組織的弱体から行政権限の多くをPNGPCLに委任

している状況にあり、港湾に関わる実質的権限を有しておらず、権限行使にも至っていない。

これは、DoTが交通3分野を所掌した結果、組織・権限が大きくなりすぎたという歴史的な経

緯があるものの、2000年以降の政府組織の改革改編により、その機能・形態が大きく変わっ

た結果である。運輸省海上交通分野が有していた「海上交通安全規制機能」は、2003年設立

のNMSAに移管（Transfer）され、港湾の管理規制機能はHarbour Boardの公社化に伴い2005年

に委任（Delegate）されることとなった。この委任は、“Harbours Act Chapter 240”に基づくも

のであり、毎年運輸省次官名で公文書（Delegation Letter）が発出されているものである（図

２－８参照）。これらの経緯の結果、港湾行政に関し、特にDoTとPNGPCL及びNMSAの三者
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間の役割、機能、権限の区分が明確になっているとは言い難い状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：DoT資料 

図２－８ DoTからPNGPCLへの委任証（2010年） 

 

表２－５は今回の調査を実施するにあたって、本来国が持つべき港湾行政機能を「パ」国

のどの機関が有しているかを整理するために作成した表である。「パ」国の港湾は、港湾制度

（行政目的のための一定基準で港湾を分類整理したもの及びその概念）は存在しないものの、

おおむねPNGPCLが管理運営する指定港、小規模港、民間港に分けて機能（権限）の所在機関

の整理を試みた。表２－５は海上交通担当責任者が作成したものである。また、表２－６は、

担当責任者の回答をベースに港湾行政に係る機能（権限）の所在を調査団と意見交換しつつ

確認再整理したものである。 
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表２－５ 国の港湾行政機関の機能（権限）整理表（その1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注：表中の略語は関係行政機関の項で説明しているものである。また、色かけ（薄い灰色）

はDoTがPNGPCLに権限委任しているとした項目である。 

 

指定港 小規模港湾 民間港湾
DOT/PCL DOT DOT

DOT/PCL DOT DOT

DOT DOT DOT

PCL/DOT Owner/DOT Owner/DOT

PCL/DOT PCL/DOT PCL/DOT

PCL/DOT PCL/DOT PCL/DOT

PCL/DOT PCL/DOT PCL/DOT

PCL/DOT PCL/DOT PCL/DOT

PCL/NMSA/DOT DOT PCL/NMSA/DOT

PCL/NMSA/DOT DOT PCL/NMSA/DOT

PCL/DOT PCL/DOT PCL/DOT

PCL/DOT PCL/DOT PCL/DOT

PCL/DOT PCL/DOT PCL/DOT

PCL/ICCC PCL/ICCC PCL/ICCC

PCL/DOT PCL/DOT PCL/DOT

PCL/DOT PCL/DOT PCL/DOT

PCL PCL PCL

PCL PCL PCL

国の港湾機関が有すべき機能(権限）
「パ」国における責任機関

①　港湾の開発管理に係る政策立案機能

港湾開発計画立案機能を含む

②　港湾の開発行為に係る規制及び許可機能

港湾開発計画に指導・許可機能を含む

港湾の設置に関する指導・許可機能を含む

⑭　港湾管理（全般的なもの）機能

⑮　港湾運営（全般的なもの）機能

③　港湾の開発効果に関する指導・評価機能

⑤　港湾の保安確保に係る監督・指導機能

⑥　港湾の環境保全に係る監督・指導機能

⑦　港湾の安全確保に係る監督・指導機能

⑧　港湾の統計に係る整備・管理機能

⑨　港湾に係る基礎情報整備に関する機能

④　港湾の管理者に対する監督・指導機能

⑩　港湾の予算要求及び配分に関する機能

⑪　港湾施設の使用料金に係る指導・許可機能

⑫　港湾施設の技術基準等の指導・監督に関する機能

⑬　港湾事業者の参入に関する指導許可機能
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表２－６ 国の港湾行政機関の機能（権限）整理表（その2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注1：各マスで半分色を付けているところは、最初の回答と異なっている項目である。また、

色かけ（濃い灰色）は追加された権限委任項目である。 
注2：上記の表もすべての項目で機能（権限）の所在が明確に整理されたわけではなく、例

えば③で指定港ではPNGPCL、小規模港湾には州政府であり、また⑩で指定港ではIPBC
に権限があるといった意見がDoT内にある。 

 

表２－５と２－６を見比べて分かるように、1つの機能（権限）項目に対し、2つ以上の機関

が関係している項目が多くあり、権限関係の複雑さがうかがえる。また、小規模港湾の多くは

指定港以外の地区に存在すると考えられるが、本表の整理にあたって地方政府の権限は考慮し

ていないため、DoTと地方政府との関係が定かでない場合がある。さらに同時に回答を得たそれ

ぞれの機能項目に対する根拠法令では、“Harbour Act”、“NMSA Act”、“PNG Ports Regulation”の

ほか、“Transport Information Act”、“Environment Act”、“ICCC Act”などの法令が関係している

ことが分かった。表２－５と２－６で色つき箇所が多くなっていることから、担当責任者であ

っても、多くの分野で役割分担が明確でないことを認識している状態である。〔なお、PNG Ports 

Regulationは“Harbour Act”に基づき、港湾の開発・管理・運営に係る諸規制・規則・手続きを

定めたものである。正式には“Ports（Management and Safety）Regulation 2010”という。これに

基づき、PNGPCLでは管理規制部門が開発行為や施設検査などのマニュアル（Port Development 

指定港 小規模港湾 民間港湾
DOT/PCL DOT DOT

DOT/PCL DOT DOT

PCL/DOT DOT DOT

PCL/DOT Owner/DOT Owner/DOT

PCL/DOT DOT PCL/DOT
(指定港内）

PCL/DOT DOT PCL/DOT
(指定港内）

PCL/DOT DOT PCL/DOT
(指定港内）

PCL/DOT DOT DOT

PCL/NMSA/DOT NMSA/DOT PCL/NMSA/DOT
(指定港内）

PCL/NMSA/DOT NMSA/DOT PCL/NMSA/DOT
(指定港内）

PCL/DOT DOT DOT

PCL/DOT DOT DOT

PCL/DOT DOT ー

PCL/ICCC ー ー

PCL/DOT DOT PCL/DOT
(指定港内）

PCL/DOT ー PCL/DOT
(指定港内）

PCL ー Owner

PCL ー Owner

国の港湾機関が有すべき機能(権限）
「パ」国における責任機関

①　港湾の開発管理に係る政策立案機能

港湾開発計画立案機能を含む

⑩　港湾の予算要求及び配分に関する機能

②　港湾の開発行為に係る規制及び許可機能

港湾開発計画に指導・許可機能を含む

港湾の設置に関する指導・許可機能を含む

③　港湾の開発効果に関する指導・評価機能

④　港湾の管理者に対する監督・指導機能

⑤　港湾の保安確保に係る監督・指導機能

⑥　港湾の環境保全に係る監督・指導機能

⑦　港湾の安全確保に係る監督・指導機能

⑧　港湾の統計に係る整備・管理機能

⑨　港湾に係る基礎情報整備に関する機能

⑪　港湾施設の使用料金に係る指導・許可機能

⑫　港湾施設の技術基準等の指導・監督に関する機能

⑬　港湾事業者の参入に関する指導許可機能

⑭　港湾管理（全般的なもの）機能

⑮　港湾運営（全般的なもの）機能
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（注：港湾区域の指定・変更はDoT大臣の権限とされている。）

図２－９ 港湾区域の例（Port Moresby） 

Guidance and Proceduresなど）を作成し、行政権限の行使準備を整えたところである。また、

“Transport Information Act”は、交通に関わる情報を一元的にDoTに集約・管理するための法律

である。正式には“Transport （Collection of Information）Amendment Act 2010”という。これに

基づき、DoTは情報一元化するためのシステムを構築するとのことである。〕 

PNGPCLがオペレーター機能とレギュレーター機能の両面を有していることに対し多くの関

係者が正常な状態ではないと疑問を呈しており、このことも一因として「パ」国の港湾行政に

係る関係機関の役割、機能、権限が明確でないことが大きな課題として挙げられる。その結果

として、行政機能の欠落が至る所で発生していると推測される。 

 

２－３－２ 全国的な港湾行政が遂行されていないこと 

PNGPCLは、DoTより港湾の管理規制権限を委任されており、民間港の港湾開発審査や港湾施

設の検査など港湾行政に該当する分野に関し、行政活動を遂行している。しかし、これは指定

港16港の区域内に限ってのことであり、その外側には権限が及んでいない〔指定港の港湾区域

外であっても、国際船が入港する特定の航路に関するパイロット業務は、PNGPCLの管轄との情

報がある（TSSPのプロジェクトマネジ

ャーより）〕。 

したがって、例えば指定港区域外の

港湾（施設）の状況が十分には把握さ

れていないことや、港湾貨物量は、指

定港16港についてはPNGPCLが収集・

整理しているものの、民間港や指定港

区域外の港湾（施設）についての貨物

量は把握していない。その結果、全国

ベースの港湾（施設）の数や港湾貨物量

は把握し得ない状況にある（「２－１－

１ 港湾の現況」参照）。 

そもそも、PNGPCLを律している

“Harbour Act”は指定港のための港湾

管理組織法である。したがって、それ以外の港湾（民間港等）を規定する法律ではなく、全国

の港湾を規定する法律は存在していない（これについては現在、DoTがAusAIDのアドバイザー

の協力を得て、港湾新法を検討中である）。 

全国の港湾行政を行う立場にあるDoT/MTDはPort Moresbyの本部以外に地方出先機関を有し

ていない。DoTはかつて地方にも出先機関を有していた経緯があり、そのため現在でもMadang

港とRabaul港に他組織の事務所スペースを借りて職員を1名ずつ配置している。しかし、この配

置の目的は明確ではなく、特段の業務は行っていないとのことであった。このため、DoTとして

地方の状況を把握できる体制にはなっていない（なお、MTDの担当FASによれば、現在Rabaul、

Lae、Alotau港に出先事務所を置くことを要求中であるとのこと。2013年11月には、次年度の予

算が確定する予定であり、認められれば2014年早々より事務所を設置するとのことである）。 

本詳細計画策定調査期間中に2つの州（Morobe州とMadang州）を訪れたが、これらの州におけ

るDoT（特に港湾部門）の存在感は小さく、国の機関として実務上のつながり、接触はあまりな
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いとのことであった。さらに、州政府においては港湾や海上交通を専門的に担当する部署は存

在せず、地方レベルでも港湾行政も皆無に近い状態といえる（ただし、国際援助機関等により

プロジェクトが進行する場合には、臨時に担当が置かれる場合があり、あるいはMadang州では

Maritime Transport Inspectorが存在していた事実はある）。 

また、指定港の港湾区域内・外にある民間港を訪問し、国の港湾行政との関係などについて

確認した結果、PNGPCLとのつながりはあるもののDoTとの接触はほとんど皆無であるとのこと

であった。DoTの港湾行政が実質的に行われていないといえる。さらに訪問した民間船会社や船

舶代理店からは、主に港湾の管理運営について、PNGPCL及び税関、検疫等、国の機関の効率の

悪さと高コスト体質を改善する必要があるとの強い声があった。DoTとの関係については、内航

海運運航許可（カボタージュ業務許可）との関係でつながりがある程度であり、港湾行政その

ものへの声はほとんど聞かれず、DoTの港湾関係分野での存在感は薄いものであった。これらの

状況から、指定港であるか否かにかかわらず、法制度も含めて全国的な港湾行政が行われてい

ないことが次の大きな課題である（なお、今回訪問した州政府、船会社、民間港湾等は、本技

術協力プロジェクト開始後、DoTが行う港湾関係情報収集には協力するとの発言が多くあったこ

とを記しておく）。 

「パ」国の港湾行政における現状を認識したうえで課題を整理すると、上述の2つの根本的な

課題に集約されるが、本プロジェクトの枠組みの検討にあたっては、上記の課題に起因する以

下の2つの課題を指摘しておく必要がある。 

 

２－３－３ 港湾行政を遂行するための政策手段（ツール）が欠如していること 

国の港湾行政は、一部の港湾だけを対象としたものではなく、全国を網羅した体系であるこ

とが一般的であり、必要な視点である。そのためには、全国規模で港湾行政を遂行するための

政策手段・ツールを整える必要がある。法制度の整備がそうであり、あるいは港湾台帳や港湾

統計といった基本的情報の収集・整理、基準やマニュアルといった指導・監督指針などがそれ

にあたる。 

しなしながら、全国的な港湾行政が展開できていないこと、あるいは全国的な港湾行政が遂

行できないからこそ、このような政策手段・ツールがいまだ未整備であり、大きな課題である。 

 

２－３－４ 港湾行政を行う国の担当部局の人材・能力・経験が不足していること 

国の港湾行政を担う部局は、先に示したようにMTDである。しかし、港湾行政に係るDoTの

機能・権限そのものの多くが他の機関に委任、移管されていることから、組織そのものは弱体

化している。すなわち、MTDの組織定員は16名であるものの、現在の職員数は7名に過ぎない。

ポジションでは港湾関係の担当者は2名存在し、1名は港湾施設検査担当、もう1名は環境維持（海

域及び港湾）担当となっている。港湾施設担当は施設検査よりむしろ沿岸海運免許関係の業務

が主体になっている様子であり、また環境担当は、不定期に港湾の環境維持状況（トイレやご

み処理の状況）や水域の汚濁状況などを検査しているとのことである。しかし、これらの分野

はNMSAやPNGPCLの業務と重複するところであり、明確なデマケは見受けられない。 

このように港湾行政を行う国に担当部局が、職員の人材、能力、経験を含め十分に整ってお

らず、大きな課題である。 
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表２－７ MTDの現有職員（2013年5月7日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：DoT資料 

 

したがって、本技術協力プロジェクトの協力の枠組みの検討にあたっては、これらの課題を

十分に踏まえ、課題を少しでも解消するために、内容で構成していくことが重要である。 

また、現在のMTDの体制及び職員の能力ではC/P要員としては不十分と言わざるを得ないので、

実施体制検討の際には、PRDの職員や他の部署、必要に応じて他機関からの参加も検討に値する。

DoTでは、職員の新規採用のための募集を開始したところである。意欲のある職員及び必要な数

の職員でプロジェクトチームが構成されることが、本技術協力プロジェクトの前提であり、正

否の重要な条件となることを付け加えておく。 

参考まで、本プロジェクトのC/Pを構成するPRDの現有職員を表２－８に整理した。 

 

表２－８ PRDの現有職員（2013年6月7日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Name Age Title/Position Work in charge Background (&/or) 

Speciality 

Working experience 

in MTD 

1 Mr Charles Siniu 55 First Assistant 
Secretary 

In charge of Maritime  
Transport Division 

 
 
 

- Lawyer 
- Certificate in Port 

State Control 
- Diploma in Public 
Administration 

18 years 

2 Mr Manau Suu 47 Assistant Secretary 

(Shipping Administration) 

Manages and controls shipping administration 

 
 

Specialize in Maritime 

and Logistic 
management 

19 years of shipping 

administration 

3 Mr Alphonse 

Warfi 

54 Acting Manager  

(Shipping Administration) 

Assist in the management of shipping 

administration 

Specialize in maritime 

management 

32 years of shipping 

administration 

4 Mr Kapera 
Mitaharo 

54 Port Services 
Officer 

On port facilities inspection and ships 
license/permits on PNG registered cargo 
ships and tug boats 

Boat/Ship inspector 34 years of maritime 
management 

5 Mr Eric Tom 39 Environment Research 
Officer 

Marine investigation 
 
 

Bachelor, Degree in 
Science (University of 
PNG, 1999 (BSC) 

12 years experience in 
all shipping 

administration 

6 Mrs Renagi Pala 46 Marine Officer,  

Audit and Regulatory 
Compliance 

Auditing and compliance of ships licences 

and permits on PNG registered ships and tug 
boats and issuing of ships license/permits 

Auditing of ships 

licenses and permits 

19 years of maritime 

administration 

7 Ms Saraima David 30 Acting Administrative 

Assistant to FAS 

Attend to ship-owners queries, type 

correspondence for FAS, issue permits and 
license as directed by FAS 

Office Secretary 2 years 

 

No Name Age Title/Position Background (specialty) 
Working 

Experience  

1 Mr. Gabi HAODA  FIRST ASSISTANT SECRETARY Policy & Research Division 19  years 

2 Mr. Philemon MEAPA  ASSISTANT SECRETARY Strategic Policy Development & Data Branch 19  years 

3 Mr. Morea LOHIA  PRINCIPAL POLICY RESEARCH 

OFFICER (AIR) 

Officer mainly does researches along Air Transport 

Mode only 

15  years 

4 Mr. Sent RAIYA  PRINCIPAL POLICY RESEARCH 

OFFICER (WATER) 

Officer mainly does researches along Maritime 

Transport Mode only 

6  years 

5 Mr. Scott ARIKAPU 34 PRINCIPAL POLICY RESEARCH 

OFFICER (LAND) 

Officer mainly does researches along Land 

Transport Mode only 

2 years 

6 Ms. Nellie KUNJIP KUP  SENIOR POLICY RESEARCH 

OFFICER (LAND) 

Officer assists the PPRO(Land) when assigned 

tasks under Air Transport Mode 

4 years 

7 Mr. Maihaea HUAUPE 41 POLICY RESEARCH OFFICER 

(LAND) 

Officer assists the PPRO(Land) when assigned 

tasks under Land Transport Mode 

8 years 

8 Mr. Alfred NINTS  SENIOR POLICY RESEARCH 

OFFICER (AIR) 

Officer reports to the PPRO (Air) & SPRO (Air) if 

given assigned tasks under Air Transport Mode 

1 year 

9 Mr. Gebai GABA 37 SENIOR DATA COORDINATOR Records data information on the Modes of 

Transport in the country 

8 years 

10 Mrs. Theresa THAVURU  ADMIN ASSISTANT – (FAS) Mann’s the office of the FAS to PRD  15 years 

11 Ms. Margret MANUVEGA 31  ADMIN ASSISTANT – (AS) Mann’s the office of the AS - SPDR 5 years 

12 Mr. Maleva MOGA  DRIVER Drives for the division of PRD  aged 



 

－21－ 

２－４ わが国の当該分野援助動向 

わが国の「パ」国に対する援助方針は、外務省の国別援助方針によれば以下のとおりである。 

 

1．援助の基本方針（大目標）：社会・経済基盤の強化を通じた持続性経済成長の達成と国民の生活

水準の向上 

わが国は、PNGの国家開発計画、1997年から3年に1度開催している「太平洋・島サミット」に

おけるわが国の支援方針を踏まえ、持続経済成長のためのインフラなどの経済基盤への支援をは

じめとして、基礎的な社会サービスの向上や、環境保全・気候変動対策に対しても支援を行う。 

2．重点分野（中目標） 

（1）経済成長基盤の強化 

持続可能な経済成長のため、生活基盤・経済活動に必須な運輸・交通（道路、港、空港）、電

力・エネルギー（発電所、送配電等）インフラの整備。維持管理への支援を重点としつつ、投

資環境改善や貿易港に資する支援や農林水産業をはじめとした産業・商業の振興についても支

援を行う。また、上記産業の振興・推進に必要な人材の育成支援も併せて行う。 

――― 以下省略 ――― 

 

わが国による「パ」国における港湾分野の本格的な支援は、今までに実施されていない。 

調査レベルでは、次の2件がJICAにより実施されている。 

    

（1）「パ」国運輸交通セクター調査 

・本調査は、2010年に実施され、道路橋梁分野を中心に、港湾、空港、内水運を含めた運輸

交通セクターの情報を整理し、「パ」国が今後優先的に取り組むべき基礎情報を分野別に整

理し、今後の援助の方向性を検討したものである。 

・港湾分野では初めてとなる調査であり、港湾計画担当として主要C/PとなったPNGPCLなど

との意見交換やPNGPCLが管理運営する指定港の3港の現地調査を通じ、今後の援助の可能

性を取りまとめたものである。 

 

（2）「パ」国港湾分野技術アドバイザー専門家派遣 

・本専門家派遣は、2012年に実施され、有償資金協力専門家として「港湾開発」及び「港湾

計画」担当の3名の専門家が派遣され、港湾分野に対して支援の方向性を検討したものであ

る。 

・これは「パ」国に対する港湾分野の初めての本格的な専門家派遣であり、以下を目的とし

たものである。 

① 計画・維持管理面における現状の分析と課題の抽出 

② C/P 機関が要請するプロジェクト内容の把握と支援事業の優先度の検討 

③ 今後の案件形成の検討 

④ 上記業務をC/P 機関と共同して行うことによる能力の向上と総体的な助言・指導 

・これらの経緯を踏まえ、「パ」国による今回の技術協力プロジェクトの要請につながってい

るものであり、また本プロジェクトは、わが国の援助方針である経済成長基盤の強化やイ

ンフレ分野の人材育成支援にも合致するものである。 
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２－５ 他ドナーの当該分野支援動向 

２－５－１ アジア開発銀行（ADB）の支援動向 

ADBは、「パ」国にとって主要な援助機関であり、港湾分野における援助プロジェクトは、以

下のものが挙げられる。このうち、（1）は現在進行中のプロジェクトであり、（2）は2013年6月

をもって終了、（3）は2013年から始まるプロジェクトである。 

（1）Lae港開発事業 

（2）コミュニティ海上交通支援プログラム（Community Water Transport Project：CWTP） 

（3）海上航路保安プロジェクト（Maritime & Waterway Safety Project：MWSP） 

    

（1）Lae港開発事業 

Lae港開発事業は、現Lae港の西隣に広がる湿地を掘り込んで延長240m、水深13mの多目的

ターミナルを整備（第1期として）する大プロジェクトであり、総事業費約189百万USドルと

なっている。本プロジェクトは、永年の土地問題が解決し、2012年3月に工事を開始し、2014

年9月の完成をめざして鋭意進められている。建設工事は中国企業が受注している。この事業

の「パ」国側実施機関は、大型の借款プロジェクトであることから、債務管理上の理由によ

り、PNGPCLではなくIPBC（PNGPCLの100％株主）となっている。 

このプロジェクトの特徴は、ADBの支援範囲は港湾開発の下物のみであり、コンテナを扱

う荷役機械などの上物が含まれていない点である。ADBの方針としては、上物についてはPPP

による民間資本活用を期待している。また、「パ」国側においても現在IPBCやPNGPCLが民間

参入業者の選定手続きを行っているところである。ADBのプロジェクト担当者によれば、国

内外の民間企業が関心をもっているとのことである。したがって、本多目的ターミナルの運

営についても、PNGPCLが行うことにならない可能性もある。 

 

（2）コミュニティ海上交通支援プログラム（CWTP） 

CWTPは、交通僻地・遠隔地の住民の交通確保、輸送安全確保を目的として開始され、DoT

が実施機関となって行われた事業である。この事業は2004年に開始され、おおむね10年が経

過する2013年6月末に終了することになっている。このプロジェクトは、3つの要素から構成

されており、その内容と結果は以下のとおりである（なお文中にある結果の評価は、ADBの

プロジェクト担当者の個人的な評価である）。 

1つ目の要素は、1,000万USドルの基金を設け、フランチャイズを与えた民間会社に運営資

金を補助し、交通手段を確保しようとしたもの。7ルートを想定したが成功したのは2ルート

のみ。地方政府が交通手段を提供しているところがあり、また、この制度が分かりにくく民

間が関心をもたなくなったため十分な成果を得ることができなかった。 

2つ目の要素は、40カ所の突堤の整備を予定していたが、実際には6カ所に突堤を整備でき

ただけであった。当初は“Maritime Province”15州からそれぞれ3カ所ずつ盛り込み、実際の海

域調査は6州で行ったが、整備された6カ所の突堤はすべてEast Sepik Provinceに位置するもの

である（うちSepik川沿いに5カ所の突堤）。計画に対し整備済み突堤が少なくなったのは、対

象船舶が明確にならなかったことや、期間中に物価の高騰などによる予算不足や能力ある建

設業者が確保できなかったことなどによる。したがって、この分野も十分な成果を得たとは

言い難い。 
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3つ目の要素は、バナナボートなどの小型船舶の安全確保・向上を図るため、安全操船のガ

イドラインやマニュアルを作成し、地域住民への教育・啓発を行うもの。この分野は、別途

AusAIDがTransport Sector Support Program：TSSP）の一環として“Small Craft Safety Act”を成

立させることとなり、今まで規制に含まれていなかった10m以下の小型船舶も安全基準が確保

されたことから、一定の成果があったといえる。 

 

（3）海上航路保安プロジェクト（MWSP） 

MWSPは、今年より2018年までの5カ年計画で開始されるプロジェクトである。主要な内容

は、 

・ 航行援助施設（灯台等）の新設、取り替え 

・ 海域調査と電子海図の整備、AISの導入 

・ 主に、交通僻地・遠隔地における住民に対する海上交通安全に係る教育・啓発 

・ これらの分野の人材育成 

の4項目からなっており、総額48.17百万USドルの事業が予定されている。このうち、ADB

予算は41.86百万USドル、「パ」国政府予算が6.31百万USドルである。ABD予算のなかには

僅かであるが、日本の「貧困撲滅予算」が含まれているとのことである。このプロジェク

トの「パ」国側の責任官庁はNMSAであり、NMSAでは人材育成も兼ねて新たなに実施チー

ム（Project Implementation Unit：PIU）を組織して対することとしている。なお、本プロジ

ェクトは、現在コンサルタントを選定中であり、2013年8月ころからの開始を予定している。 

 

（4）ADBの援助方針 

ADBの港湾分野への援助は、（1）と（3）のプロジェクトを確実に進めていくことであり、

他のプロジェクト構想は、現時点では用意していないとのことである。また、ADBの当該分

野への援助方針としては、港湾開発（Lae港）におけるPPPの積極的な活用と意図する一方、

遠隔地、交通僻地での海上安全の確保を柱としている。 

 

２－５－２ オーストラリア国際開発庁（AusAID）の支援動向 

オーストラリアは「パ」国にとって最大の援助国であり、交通分野に対しても包括的な援助

プログラムの下、継続的な援助を行っている。援助の内容は、インフラ整備や維持管理の分野

から人材育成や法制度・組織強化、交通サービスの改善や生産性の向上に関わる分野に重点が

移ってきている。現在は、以下の3つのプログラムの枠組みで支援が行われており、年間予算は

約100万豪ドルである。また、これらはすべて無償資金協力である。 

① 運輸セクター支援プログラム（Transport Sector Support Program：TSSP） 

② ガバナンス強化プログラム（Strongim Gavman Program：SGP） 

③ Transport Sector MOU 

    

（1）運輸セクター支援プログラム（TSSP） 

TSSPは、2007年6月に始まったプログラムであり、10～15年の長期支援プログラムで5年

単位で1つのフェーズとしている。今年（2013年7月）より第2フェーズが開始される。AusAID

の3つの支援プログラムのなかで最も大きく、年間約9千万豪ドルの予算により「パ」国の
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交通及びインフラ部門に対しガバナンスの改善、公共部門の改革、法制度・組織面の改善・

強化、人材育成などの支援を行っている。陸空海の交通分野をカバーしているが、陸上交

通分野への援助配分が全体の75～80％に上っている。 

海上交通分野での第1フェーズは港湾の運営改善に対し支援したが、第2フェーズの支援

方針は海上交通の安全・保安の確保（Safety & Security）を重点的に行うこととしている。

これは、2012年の300人以上の死者を出す旅客船（Rabaul Queen号）沈没事故が発生したこ

とも一因である。また、この基本方針は交通分野全般にわたるものである。海上交通分野

では、NMSAを通じて、10m以下の小型船 の安全対策（Small Craft Safety）や海洋環境規制、

PNGPCLに対しては港湾管理マニュアル（安全・保安分野）の整備を支援していく予定であ

る。 

また、法制度整備に関しては、「パ」国交通分野の管理・規制の行政能力強化をめざして

精力的に取り組まれているところである。DoT内には、政策部門に2名の専門家が配置され

ている（Policy Development AdvisorとLegal Advisor）が、その1人が中心となって交通関係法

律家ネットワークを構成し、検討が進められている。下記は、現在策定あるいは改訂作業

が行われている海上交通分野の法令等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：「Draft Transport Program Annual Plan 2013」TSSP 

 

NMSA法改訂法案、商船法改訂法案などが含まれており、なかでも“Ports Bill 2012”は

現在の“Harbours Act”に代わる港湾新法を策定しようとするものである。本件は、本プロ

ジェクトの活動にも少なからず関係する場合があるので、今後の動きに注目する必要があ

る。 

 

（2）ガバナンス強化プログラム（SGP） 

SGPは、政策遂行能力強化を目的に「パ」国交通分野の政府機関にオーストラリア政府交

通分野機関がシニア専門家として職員を2～3年間派遣するプログラムである。年間予算は2

百万豪ドル程度となっている。現在DoTには、Senior Transport Strategy and Policy Advisorと

Maritime Security Advisorの2名の専門家が派遣されている。 
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（3）Transport Sector MOU 

これは、交通分野におけるオーストラリアと「パ」国の一層の関係・協力強化を目的と

して両国交通部門の責任機関が協定したプログラムである。具体的な目的として、 

・交通3分野において協力・連携して安全・保安の強化を図ること 

・政府機関だけでなく、民間部門も含めて、交通分野の安全・保安に係る連携を進める

ことを挙げている。 

年間約3～4百万豪ドルの予算により安全・安心に係る広範な取り組みがTSSPやSGPと連

携して行われている。 
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第３章 プロジェクトの概要 
 

３－１ プロジェクトの枠組み 

「パ」国の港湾行政は、第2章で整理したように港湾行政を遂行するための関係機関とその役割、

権限が不明確であり、効率的な港湾行政を遂行するに至っていない。また、国の機関による全国

的な港湾行政はいまだ実施されていない状況にある。さらに、これらの根本的な課題に起因して、

円滑な行政を遂行するための政策手段や組織、人材、能力、経験等が不足しているのが現状であ

る。 

このため、本プロジェクトの枠組み検討にあたっては、C/Pになる組織の人材、能力、経験等の

現状に鑑み、将来的に全国港湾行政を遂行し得るための中心人物を育成する第一歩としてとらえ、

より現実的で基礎的な内容に重点をおいた枠組みを検討した。 

 

第2章で示した国の港湾行政機関が有すべき機能（権限）に対して担当責任者が示した優先順位

は表３－１のとおりである。この優先順位から分かるように、政策立案や開発行為規制、あるい

は港湾の保安、安全に係る分野、港湾の統計や施設の技術面に係る分野の優先度が高いことが分

かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5

8

9

13

機能の
優先順位

10

3

4

11

7

12⑪　港湾施設の使用料金に係る指導・許可機能

⑫　港湾施設の技術基準等の指導・監督に関する機能

⑬　港湾事業者の参入に関する指導許可機能

⑭　港湾管理（全般的なもの）機能

⑮　港湾運営（全般的なもの）機能

1

3

6

14

2⑤　港湾の保安確保に係る監督・指導機能

⑥　港湾の環境保全に係る監督・指導機能

⑦　港湾の安全確保に係る監督・指導機能

⑧　港湾の統計に係る整備・管理機能

⑨　港湾に係る基礎情報整備に関する機能

⑩　港湾の予算要求及び配分に関する機能

②　港湾の開発行為に係る規制及び許可機能

港湾開発計画に指導・許可機能を含む

港湾の設置に関する指導・許可機能を含む

③　港湾の開発効果に関する指導・評価機能

④　港湾の管理者に対する監督・指導機能

国の港湾機関が有すべき機能(権限）

①　港湾の開発管理に係る政策立案機能

港湾開発計画立案機能を含む

表３－１ 機能（権限）の優先順位 
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これらを考慮して、プロジェクトの枠組みは、港湾行政の基本部分である、国としての行政目

的、機能を整理したうえで、政策立案につながる政策手段や開発行為、施設検査の指導・監督に

必要となるツールを整えることなどを主体とした枠組みを検討した。 

また、現在DoTにはAusAIDのTSSP、SGP、Transport Sector MoUによる支援が行われていること

から、プロジェクトを計画するうえでは、これらの支援と重複しないよう留意した。 

なお、港湾保安、安全に係る分野は優先順位が高いものの、前者についてはMSDにより一定レ

ベルの知識、ノウハウを有していること、安全問題については、NMSAが主体的に担っており、さ

らにTSSPやADBの支援もあることから、先方の理解を得て本プロジェクトの枠組みの主要テーマ

に含めないこととした。さらに港湾の環境問題も昨今重要なテーマであるが、NMSA及びPNGPCL

が主体的に取り組んでいること、さらに地方部ではまだ優先度が低いと考えられることから、こ

れについても本プロジェクトの枠組みの主要テーマに含めないこととする。なお、プロジェクト

開始後にC/Pからこれらの分野への指導に対する強い要請があった場合には、その都度、柔軟に対

応することとした。 

港湾関係の法制度整備問題も大きな課題であるが、これについてはTSSPによりDoTに派遣され

ている専門家が活動していること、及びMTDの現在の能力では対応が難しいことから、本プロジ

ェクトには含めないこととした。 

 

３－２ 基本方針 

現在策定中のNTSでは、運輸部門における大胆な機構改革が提案されている。この提案の実現の

可能性や時期は不明確ではあるものの、一方ではDoT次官、海上交通担当局長はPGNPCLに委任し

ている港湾管理規制権限を将来的に運輸省に戻したいという意向をもっている。さらに、運輸省

から港湾管理規制権限を委任されているPNGPCLにあっては、国の役割である規制権限を担当する

専門の部署管理規制部門（HMS）を3年前に設け、本格的にその役割・機能を果たそうと各種取り

組みを開始したところである。 

    

このように港湾行政、引いては海上交通行政の過渡期が今再び訪れている可能性がある。この

ことを背景に、本プロジェクトの協力の枠組みの検討に際しては、以下の2点に留意してその目的

や範囲を定めることとした。 

① 近い将来PNGPCLに委任している港湾管理規制権限をDoTに戻すことを想定して、その際に

DoT職員がある程度その機能や権限を担当・遂行する受け皿となり得るよう基本的な能力や

知識を習得できる活動内容にすること。 

② 現PNGPCLは、既に港湾管理規制の権限を行使していることに鑑み、PNGPCLではカバーし

得ない、あるいはPNGPCLの業務範囲をカバーしたうえで更に国の機関として全国的な港湾

行政を可能とする活動内容にすること。 

この留意事項を前提とするものの、現実的な問題として第2章で指摘したように、「パ」国では

国の機関による全国的な港湾行政はいまだ実施されていない状況にあり、また、C/PとなるべきDoT

（海上交通部門及び政策調査部門）の職員は港湾行政を熟知しているとは言い難く、人材・能力

も非常に限られており、C/P機関として不十分と言わざるを得ない。したがって、実施体制の検討

にあたっては、DoT内他部局及び関係他機関からの参加や連携を考慮すべきである。特にPNGPCL

のHMSの協力は重要である。 
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したがって、本技術協力プロジェクトは、港湾行政遂行のために必要となる基本的事項を中心

として、現実的・具体的で更にC/Pが対応可能な活動内容で構成するとともに、人材育成という観

点では港湾行政分野のコアパーソンを育成することを基本方針とする。さらに、本プロジェクト

を「パ」国運輸省海上交通部門（特に港湾部門）が実質的に港湾行政を遂行していくための第一

段階の協力と位置づけ、そのために必要となる活動を行うこととする。具体的には、プロジェク

トの活動を以下の3本柱で構成する。 

① 国の機関として港湾行政の役割、機能、組織、地方政府・民間等との役割関係の明確化と

その理解 

② 国の機関が港湾行政を遂行するために必要となる政策手段・道具の役割・内容の理解 

③ 政策手段の一例として、港湾行政の基本である港湾台帳の整備 

 

３－３ 対象地域及び目的 

３－３－１ 対象地域 

・「パ」国のMaritime Province15州1及び首都特別州を対象地域とする。 

・活動の拠点はPort Moresbyとする。 

 

３－３－２ 技術移転対象者 

DoTのMTD、PRD及び必要に応じ他の部署・関連組織のC/Pにより構成するプロジェクトチー

ムを対象とする（チームリーダーはMTDのAS（Assistant Secreatary）を提案するが、決定権は「パ」

国側と理解する）。 

 

３－３－３ 実施期間 

2014年1月から3年間 

 

３－４ 活動内容 

３－４－１ 上位目標 

プロジェクトの上位目標及び指標は、以下のとおりとする。 

【上位目標】 

プロジェクトチームメンバーの能力強化を通じ、「パ」国における港湾行政が円滑に遂行され

る。 

【指標】 

① 港湾台帳が実際の港湾行政に活用されている状態 

② 港湾台帳に整理される港湾の数が増えている状態 

 

３－４－２ プロジェクト目標 

プロジェクト目標及びその指標を以下のとおりとする。 

                                                        
1 ウエスタン州、ガルフ州、セントラル州、ミリンベイ州、オロ州、モロベ州、マダン州、東セピック州、サンダウン州、マヌ

ス州、ニューアイルランド州、東ニューブリテン州、西ニューブリテン州、ブーゲンビル自治州を指す。 
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【プロジェクト目標】 

プロジェクトチームメンバーが、政府機関として港湾行政を適切に遂行するために、港湾行

政の目的、機能、組織及び政策手段に係る能力が強化される。 

【指標】 

① 港湾台帳に整理される港湾の数が全国のおよその港湾数の半分を超える状態 

② 港湾行政を遂行するために必要な職席を特定できる状態 

③ 3つ以上の職席の職務内容を整理できる状態 

 

３－４－３ 成果（アウトプット）と活動 

【成果1】 

プロジェクトチーム2メンバーが、国家としての港湾行政の目的及び政府機関として有すべき

機能を明確に理解する。 

これを達成するため以下の活動を行う。 

活動1： 

1-1 港湾行政の実態（権限及び組織）が整理される。 

1-2 港湾行政の目的が明確に整理される。 

1-3 政府機関が有すべき港湾行政の機能が明確に整理される。 

1-4 港湾行政における国、港湾管理者（公社等）、地方公共団体、民間の役割が明確に整

理される。 

指標： 

① 港湾を役割あるいは機能ごとに分類できる状態 

② 国が有すべき港湾行政の機能を5つ以上整理できる状態 

③ 国と地方の港湾行政の違いが分かる状態 

 

【成果2】 

プロジェクトチームメンバーが、港湾行政を遂行するために必要となる政策手段（港湾制度、

港湾台帳、港湾統計、各種基準等）の内容を明確に理解する。 

これを達成するため以下の活動を行う。 

活動2： 

2-1 港湾制度に関する基礎的事項が習得される。 

2-2 港湾台帳に関する基礎的事項が習得される。 

2-3 港湾統計に関する基礎的事項が習得される。 

2-4 港湾に係る指導基準（計画評価基準、港湾施設検査基準等）に関する基礎的事項が

習得される。 

指標： 

① 港湾統計の利用方法が分かる状態 

② 港湾行政に必要となる政策手段を3つ以上特定できる状態 

                                                        
2 プロジェクトチームは、6～8名のモチベーションの高いDoT職員によって構成され、プロジェクト期間中、中心的なC/Pとし

て機能する。 
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③ 港湾開発計画の評価マニュアル（案）が準備できる状態 

 

【成果3】 

「パ」国に存在する港湾及び港湾施設の基礎情報が港湾台帳として収集・整理され、港湾制

度3の導入にあたっての基礎が整備される。 

これを達成するため以下の活動を行う。 

活動3： 

3-1 港湾及び港湾施設の調査方法が習得される。 

3-2 港湾及び港湾施設の基礎情報を収集する。 

3-2 港湾台帳が整備される。 

3-3 港湾制度が検討される。 

指標： 

① 港湾調査方法が習得される状態 

② 港湾台帳が整備される状態 

 

３－５ 実施体制 

３－５－１ 日本側の実施体制 

（1）専門家チームの構成（案） 

・総括/港湾政策：全体プロジェクト管理及び主に活動1を担当する。 

・港湾行政/研修計画：主に活動2及び研修計画を担当する。 

・港湾制度I：港湾制度IIと連携して活動3（主に3-1、3-2、3-3）を担当する。 

・港湾制度II/業務調整：港湾制度Iと連携して活動3（主に3-2、3-3、3-4）及び業務調整を

担当する。 

 

（2）供与機材 

・港湾調査機材、研修用材料 

 

（3）研修 

・現地国内研修、第三国研修、本邦研修 

 

（4）その他必要性に応じて協議 

 

３－５－２ 「パ」国側の実施体制 

（1）人員の配置 

・責任者：Secretary, Department of Transport（DoT） 

・管理者：First Assistant Secretary（FAS） 

Maritime Transport Division（MTD）, DoT 

・C/P：MTD及びPRD（Policy Research Division）を主体とした職員。ただし、必要に応

                                                        
3 港湾制度とは、行政の目的のために、一定の基準に沿って港湾を分類する制度のことを指す。 
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じてDoTの他部署あるいは他機関の職員をメンバーに入れることとする。特に、

PNGPCL（HMS部門）は指定港の行政に関し経験があることからC/Pの一員としてあ

るいは協働して港湾調査を行うことが望ましい。 

 

（2）C/Pの体制 

・MTDのASをリーダーとするプロジェクトチームを編成する（プロジェクトリーダー

の選定は「パ」国側に任せる）。 

・プロジェクトチームは、本技術協力プロジェクト実施中において常設チームとする。 

・プロジェクトチームは、MTD及びPRD（Policy Research Division in charge of Water及

びData & Information）を主体に構成する。 

・望ましくは2名の技術者を増員あるいは新規採用によりプロジェクトチームのメンバ

ーとする。 

・必要に応じ、他の部署及び他の機関からの参加も可能とする。 

・これらによりプロジェクトチームは、リーダーを含め6～8名の構成とする。 

 

（3）施設 

・執務スペース、研修スペース 

 

（4）ローカルコスト（先方負担事項） 

・C/Pにかかる人件費、供与機材の維持管理費（光熱水道費） 

・通信連絡費、その他プロジェクトに関係する事務費等 

・港湾調査のためC/Pの地方出張にかかる経費 

・プロジェクト実施に必要な備品の購入経費 

 

３－６ 実施上の留意事項 

３－６－１ プロジェクト目標達成のための前提条件 

・プロジェクトにかかる必要経費が確保されること 

・提言しているC/Pが確実に配置されること 

・これらのC/Pが異動・離職しないこと 

 

３－６－２ 成果（アウトプット）達成のための前提条件 

・C/Pが積極的に技術移転活動に参加すること 

・C/Pが港湾調査を自主的に行うこと 

・港湾調査のため、DoTが主体的にPNGPCL、地方政府、民間港湾事業者等の協力を得る努力

をすること 
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第４章 評価 5 項目による検討 
 

４－１ 妥当性 

以下の理由から、本プロジェクト実施の妥当性は高いと評価できる。 

 

４－１－１ 国家交通戦略（NTS）と本プロジェクトの関連性 

2013年7月に策定されたNTSは、“Vision 2050”及び“Development Strategic Plan（2010-2030）”

に対応し、今後20年間から30年間の運輸交通セクターの開発戦略を定めている。港湾の所有・

管理・規制分野の戦略では、指定港及び非指定港の管理運営に関し、新たな法整備をDoTにおい

て準備すること、小規模港湾の管理維持のため地方政府に技術指導を行うことなどが提案され

ている。本プロジェクトは、DoTの港湾部門において、個人及び組織の行政能力を基礎レベルで

底上げするものであり、本プロジェクトのC/Pは、担当分野においてNTS並びに各種政策の実施

を担うことから、関連性は十分高いといえる。 

 

（注記）NTSの中期計画MTTPの実施期間は、当初2012年～2016年に予定されていたが、2013

年6月時点のMTTP最新版では2014年～2018年に改められている。最新版では、行動計画の1つに

NMSAをNMAに改組する計画が含まれており、これによれば2014年に再編計画の検討開始、法

制や予算関係の手続きを経て、2017年に機能の移転を行う計画となっている。MTTPの実施状況

によっては本プロジェクトの実施期間と重なるので、再編の方向や進捗を見定めながら必要な

対応をとることとなる。ただし再編計画が円滑に進むか疑問視する声が見受けられる。組織の

新廃設には法案の準備や国会承認が求められるので、もっと時間を要するとみる意見もある。 

 

民間港に対する行政執行の現況 

民間港は指定港の境界の内外に存在する。指定港の境界内にある民間港はPNGPCLの一般的な管理

の下にある。境界外にあるものは現行の“Harbors Act”（港湾法、1963年）の対象に含まれていない。

すなわち港湾法では管理の対象と位置づけられていない。民間港湾〔非指定港（Non-declared port）〕

を含む周辺の開発が投資者と政府との間で締結されたState Agreementにより行われている事例があ

ることを一件あることを確認した。MTDではこのような詳細状況を把握していない。すなわち経済

成長の相当部分に関与しているはずの港湾施設の相当部分に対してDoTあるいは地方政府による環

境保全や安全を指導する行政措置が制度化されていない。また、これらを通過する貨物量なども統

計化されていない状況がある。 

 

４－１－２ ターゲットグループの選定 

本プロジェクトの実施機関の 1つであるMTDは、海上交通の行政（maritime transport 

administration）に携わる。MTDの主な機能は、海上交通分野に係る政策・戦略・計画策定、同

じく政策・計画等の実施の調整・監督、関係法令の施行、船舶の安全基準の確保及びIMO基準順

守の確保、海上交通分野における委任機関の監督とされている。多くの権限は関係機関（PNGPCL、

NMSA等）に委任、移管され4ており、現在有しているのは実質的には沿岸海運（Coasting Trade :

                                                        
4 このような交通セクターにおける権限の委任や移管は、2000年代当初に行われたものが多い。なぜ委任や移管が行われたか当時

の状況を説明する情報の1つとして、道路セクターの記述が主であるが、PNG-Transport Sector Review（世銀、2004年）がある。 
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カボタージュの一種）に係る免許・許可の発出権限のみと考えられる。そのような現状を鑑み

るとDoTの港湾政策行政能力の向上に向けてMTDの果たすべき役割は大きいと考えられる。 

 

４－１－３ プロジェクト・アプローチ 

プロジェクト活動の主目的は、MTDなど関係機関職員の能力向上におかれ、関連の組織体制・

法制の整備に係る直接的な支援活動は除外される。技術移転の範囲は大きく3つに分けて計画さ

れている。港湾行政の役割と必要な機能（成果1）、政策・行政手段（成果2）、全国港湾調査（成

果3）の3項目である。成果1と成果2の活動ではPNGの港湾の現状を踏まえつつ関連の行政制度・

権能の把握に必要な知識を習得する研修が行われる。成果3では政策・行政手段の一例である港

湾台帳作成のための港湾調査活動の実施が含まれる。 

上位目標に達するには、本プロジェクト越えて、国家港湾政策立案に必要な統計データの収

集の枠組み作りなどのように、優先度の高い行政機能・手段を選定し、これらを具備するため

の活動を実施することが更に求められる。加えて新港湾法（Ports Bill）の規則制定に向けたロー

ドマップや規則及び運用基準骨子の作成などが求められる可能性もある。本プロジェクトが実

施する活動を経ないと、これら一段階上の活動の実施は困難である。現状において最も必要な

のは関係機関職員の能力向上であり、ここに重点を置く本プロジェクトのアプローチは適切と

判断できる。 

 

４－１－４ 日本の港湾行政の特徴 

わが国は複雑な地形と厳しい自然条件を克服し、港湾を建設し管理運営してきており、世界

における港湾取扱貨物量の上位50港にランクインするメガポートから離島の小規模港湾まで、

適切に行政管理するノウハウを莫大に蓄積している。海洋国家であり、島嶼部を抱えるわが国

にとって、海上交通網の整備は産業競争力の強化、国内地域経済の活性化、住民の交通アクセ

スの確保などの観点から極めて重要であり、時代とともに常に最適化が試みられてきている。

また、他国への多くの港湾管理分野に関する技術協力の実績をもち、「パ」国の港湾の現状に沿

った適正な技術移転が可能である。 

 

４－１－５ わが国援助政策との整合性 

外務省の援助方針には、「パ」国への援助重点分野として、持続可能な経済成長のため生活基

盤・経済活動に必須な運輸・交通（道路、港、空港）を含むインフラの整備、維持管理、必要

な人材育成を行うとされている。 

 

４－２ 有効性 

以下の理由から、本プロジェクトの有効性は高いと見込まれる。 

 

４－２－１ プロジェクト目標達成の意義 

所掌分担の混乱・不明確性、全国的な港湾行政の不在及び行政手段の欠落など深刻な問題が

あるなかで、港湾行政の本来の担当部局であるMTDは自らも組織能力不足の点で問題をもつ。

これら行政制度の問題は、視認可能で日常業務に支障を与えるようなレベルの問題（例えば、

頻繁に生じる停電のような問題）ではない。PCMワークショップを行い、問題分析を呼び掛け
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ても明確な検討結果が得られないような、おそらく大半の職員によりその所在が認知されてい

ないレベルの問題である。指定港を除くと港湾政策立案のうえで不可欠な統計データが存在し

ていない状況がいかに大問題であるか、MTDを中心としたC/P要員の間に理解を確立することが

まず求められる。成果1と成果2に関する活動はそのような目的で構成されており、またそのよ

うな課題に向けて能力の向上を重視するプロジェクト内容となっている。なお、現状を見定め

る問題認識を取り込むことを通じて、MTDは組織開発を進めることができる。その意味では、

本プロジェクトには組織の成長を促す意義もあると、考えることができる。 

港湾政策と関連行政全般に係る知識習得がプロジェクト活動の対象となっている。実践活動

として、港湾台帳の作成が選択された。一連の活動を通して重視されるべきは能力の向上であ

る。能力向上を優先するために、港湾調査の実施を通じて自助努力に重点を置く。その見地か

ら調査業務をローカル・コンサルタント等の外部機関に委託しない方針を取ることが求められ

る。プロジェクト目標の達成指標に港湾台帳の登録港が過半数を超えることを求めているが、

その達成手段として外部委託に頼ることはせず、あくまで内部人材が対応することが重要であ

る。 

 

４－２－２ プロジェクト目標とその達成指標 

プロジェクト目標の記述には、中央政府が「国家港湾行政」を執行するうえで必要な「行政

機能」及び「行政手段」等の用語が用いられている。これらの用語にはそれぞれ具体的な意味・

内容がある。「機能」は10種類以上あり、また「手段」には、港湾制度、港湾台帳、港湾統計、

各種指導基準等が含まれる。本プロジェクトは、C/Pが「パ」国の港湾の現状を背景においてこ

れら行政制度の要素を理解・把握するに足る知識が習得することを目的とする。上位目標に至

る流れのなかでは、本プロジェクトの役割は（そのような知識を移転することで）DoTが必要な

機能や手段を実際に備え得るよう準備を提供することにあり、プロジェクト目標の記述はこの

役割を示す内容となっている。知識習得に意欲があり離職の可能性が低いなどの適性を備えた

C/Pが配置されればプロジェクト目標の達成は可能と考える。 

また、以上の準備が整ったかどうか、または準備が整ったとすればその程度はどうかを問う

ことがプロジェクト目標の達成指標の役割である。PDM案に示される指標は、おおむねこの役

割に沿ったものとなっているが、更に適切な指標を検討・選定する余地は残っている。 

 

４－２－３ 組織再編への対処 

現下の問題として港湾行政に係る政府関係機関の役割、機能、権限が明確でない状況がある。

また将来新設される予定のNMAにおいてMTDがどのような組織的役割を果たすことになるか

現状では不明な状況もある。以上の問題に対処するために本プロジェクトでは、C/P要員の所属

機関をMTDに限定せず、PRD及びその他の関連機関も含めることで、技術移転の受け皿の範囲

に柔軟性をもたせている。組織上の不安定要因に対処するために、現に指定港の管理運営を行

っているPNGPCLについては特に言及し、プロジェクト・リソースとしてのみならずC/Pの配置

の面でもその参加を要求している。以上の対処はプロジェクトの有効性を高めるものとなる。 

 

４－２－４ 外部条件の設定 

能力向上を主旨とするプロジェクトであることから、C/P要員の適切な選定と定着性確保に係
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る優先度は高い。この2点は前提条件と外部条件の両方において強調されている。 

 

４－３ 効率性 

以下の理由から、本プロジェクトの効率性は高いと見込まれる。 

 

４－３－１ 各成果とその達成指標 

PNG港湾管理の現状に沿って、必要な行政機能・権限を特定できたか（成果1）、必要な政策

手段を特定できたか（成果2）、政策手段の1つである港湾台帳の作成に着手できたか（成果3）

と、各成果の役割は要約できる。現在のMTDでは、港湾政策行政の経験が無く、また「パ」国

の港湾の行政や管理の現状を問題意識をもってみるに足る知見も無い状況にある。上位目標レ

ベルでは実際に関連行政を執行することが求められ、本プロジェクトでは、その準備に必要な

知識習得のための活動を行うことが求められている。その見地からみると、本プロジェクトの

役割を果たすうえで過不足のない成果が選択されている。 

以上のような成果の役割に応じて、その達成状況が把握できるような達成指標が準備されて

いる。なお、一般には、能力開発の程度を測る便法として、筆記試験などで成績を見て基準の

点数に達するかどうかで合格か否かが判定されることがある。本プロジェクトの場合は、グル

ープ作業によりタスク完了をめざすので、個人間の競争により順位を付ける必要はなく、した

がって個人レベルの能力向上を見る指標は不必要であると判断された。 

 

４－３－２ 活動と成果の関連 

それぞれの成果は十分な活動により構成されていると考えられる。ただし、以下を留意する

必要がある。本プロジェクトのPDM等にみる活動の記述から、実施段階で実際に展開される活

動内容を読み取るには、前提知識が求められる。成果と同様に、活動の記述には「国家港湾行

政」、「行政機能」及び「政策手段」等の用語が用いられている。これらの用語がもつ具体的な

意味内容に沿って、活動の実施主体となるプロジェクトチームが活動の具体的な内容を理解す

ることが必要になる。チームメンバー間で活動内容の理解が共通するように、それぞれの活動

を必要に応じて何段階かに分解し、プロジェクト管理用語にいう作業分解構造（WBS）のよう

な活動の細目を記述することが求められる。 

 

４－３－３ 他ドナーの支援活動 

オーストラリアが交通分野に対して行う包括的な「パ」国の援助プログラムにはTSSP、SGP

及びTransport Sector MOUと3つの枠組みがあり継続的な援助を行っている。援助の内容はインフ

ラ整備や維持管理の分野から、人材育成や組織制度強化、交通サービスの改善や生産性の向上

に関わる分野に重点が移ってきている。海上交通及び港湾分野に対しては、調査時点で、Ports Bill、

National Maritime Safety Authority（Amendment）Bill、Merchant Shipping（Amendment）Bill、Agency 

and Ministerial approval of the Marine Pollution Legislation Package（5法案、4規則で構成）、Agency 

and Ministerial approval of the Merchant Shipping（Maritime Security）Regulationの法案作成の支援

がTSSPによりなされている。ただしTSSPにいう“Transport Sector Lawyers Network FAS”の議長

を務めるFAS/MTDを除くとMTD職員の関与はほとんどないようで、支援活動がどのように能力

向上に結びついているか不明である。 
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アジア開発銀行（ADB）による港湾分野における援助プロジェクトには、Lae港開発事業（実

施官庁はIPBC、調査時点で進行中）、コミュニティ海上交通事業（CWTP：実施官庁はDoT、2013

年6月に終了）、海上安全事業（MWSP：実施官庁はNMSA、2013年開始）が挙げられる。いずれ

もインフラ整備が主目的で、行政制度に係る能力向上のコンポーネントは含まれていない。 

 

４－４ インパクト 

以下の理由から、本プロジェクトのインパクトは中程度と見込まれる。 

 

４－４－１ 上位目標とその達成指標 

本プロジェクトによりその準備が着手される港湾行政の機能・手段をDoTなどの担当政府機関

が実際に備えて、それらの一部なりとも現に執行することが上位目標の到達点である。全国で

約200港との推定がある。港湾台帳とは、その作成・利用目的が異なるもののPNGPCLの2012年

版Port Directory（初版）には70余の港・施設が掲載されている。本プロジェクトでは港湾台帳の

要件を備えた情報記載のある港湾が過半数となることをめざす。プロジェクト終了後更に何割

カバーできるか、また港湾台帳が示す情報を利用して全国港湾行政の執行がどの程度可能とな

るかが上位目標の達成指標として計測される。港湾行政の能力向上をめざすうえで、上位目標

とその達成指標は妥当な内容をもつと考える。ただし、例え一部ではあっても、港湾行政の機

能・手段を実装するに必要なプロセスは容易に消化できるものではないと考えられる。本プロ

ジェクト終了後3年程度で自力によりその達成を得るには相当に大きな努力が求められる。 

 

４－４－２ Ports Bill案策定の進捗状況 

新港湾法はPNGの港湾行政の将来を定める要因の1つとなる。コンサルテーション・ドラフト

は既に完成しているが、国会上程の期日を計画するなど、最終承認の段階にはまだ至っていな

い。政治的な反対勢力が存在するとの話も聞かれる。法案名は“Sea Ports（Management and Safety）

Bill”である。9章53条から構成されており、現行港湾法では規定されていない非指定港

（Non-declared ports）の扱いが新たに規定された。法案第7条によれば「港湾管理者は、本法を

適用する非指定港を指定することができる」とある。 

一方、ガバナンス開発支援の長期的な視野でいえば、港湾台帳すら作成されていない状況で

港湾法を作成する意義がどこにあるかとする考え方がある。港湾行政の機能・手段の具備をめ

ざして本プロジェクトが行う活動は、法令でいえば港湾法の規則、指導指針、基準運用のレベ

ルに相当する活動である。TSSPによる法令整備支援と本プロジェクトが計画する行政能力向上

支援には、このように基本的な相違が存在することを認識しておきたい。考え方を整理し、実

施段階で対応に留意すれば、この相違は必ずしも弊害をもたらすものではない。 

 

４－４－３ 外部条件とPNG側負担事項 

適切なC/P要員の確保を目的として、プロジェクト目標レベルの外部条件に、「プロジェクト

にかかる必要経費が確保されること、C/P要員が確実に配置されること、これらのC/Pが異動・

離職しないこと」、また成果レベルの外部条件に、「C/Pが積極的に技術移転活動に参加すること、

C/Pが港湾調査を自主的に行うこと」が含まれている。MTDでは、DoT次官の指示を受けて職員

増強に着手している。2013年6月1日付けPost-Courier（日刊紙）に掲載されたDoT人事募集公告
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においてはMTD部署への5名の採用を募っている。また2014年度予算案の作成に地方事務所3カ

所の開設に必要な費用を含むことが予定されている。以上はMTDの組織能力向上への自助努力

の一環と整理できる。 

 

４－４－４ 見込み得る波及効果 

本プロジェクトの波及効果には、MTDにおける組織的な自助努力の促進、新港湾法に対する

規則・指針・標準の補完、全国港湾行政の施行による地方政府ガバナンス確立の促進、交通の

確保・物流の円滑化、港湾統計の整備による一般統計の精度向上等が見込まれる。 

 

４－５ 持続性 

以下の理由から、本プロジェクトの持続可能性は高いと見込まれる。 

 

４－５－１ 政策面 

「国家運輸戦略（NTS、2013年5月版）」は“Vision 2050”及び“Development Strategic Plan

（2010-2030）”に対応して以降の20年間から30年間の運輸交通セクターの開発戦略を定める。一

方、本プロジェクトの活動や上位目標レベルで期待される活動においては、現下の全国港湾行

政の不在や政策・行政手段の欠落といった問題に対処するため、MTDをはじめ関連機関の能力

向上を図り必要な行政手段を備えることが目的となっている。本プロジェクトが目的として見

通すところは、政策実施面での補強であると同時に、政策手段の1つである港湾台帳の作成が活

動に含まれているように、政策立案面での補強でもある。本プロジェクトの活動及び上位目標

レベルで期待される活動に対するDoTの支持が継続される可能性は高いと考えられる。 

 

４－５－２ 組織体制面 

プロジェクト活動を通じて、MTDや関連機関の要員により編成されるプロジェクトチームは、

PNGの現状を踏まえて港湾行政に係る機能・権限や必要な政策手段を特定する能力を備えるこ

とになる。2013年7月に予定される国会への報告を経てMTTPが順調に開始・進捗すれば、その

実施プロセスを経て2017年ころに新設の海事庁を中核とする海事・港湾行政体制が構築される

ことになる。その際に港湾行政の部門では、以上のような能力を備えた技術官僚を活用するこ

とが最も効率的な組織運用になることは誰の目から見ても明らかと考える。また、現状におい

てHMS/PNGPCLとこれを監督する立場にあるMTD/DoTとが港湾行政に最も近い立場にある。本

プロジェクトでは、担当候補となる可能性の最も高い組織からC/Pの参加を得る実施体制が計画

されている。 

 

４－５－３ 技術面 

MTDが本来もつべき機能に海上交通分野に係る政策・戦略・計画策定、同じく政策・計画等

の実施の調整・監督、関係法令の施行がある。本詳細計画策定調査では、MTD等の行政体制の

現状に鑑みて、港湾行政を確立するうえで優先して求められる能力は、特に行政機能・権限及

び必要な政策手段を適切に特定し（プロジェクト目標）、またそれらを施行できるような形で組

織体制に備えていく（上位目標）ことであると簡潔に特定した。本プロジェクトの基本計画は

この考えに基づいて設計されている。 
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以上の考えから、上位目標レベルの活動が実施できるような準備を本プロジェクトにより整

えられるかどうかをプロジェクト目標達成の目安に設定している。すなわち、港湾台帳に整理

される港湾の数が全国のおおよその港湾数の半分を超える状態、港湾行政を遂行するために必

要な職席を特定できる状態、3つ以上の職席の職務内容を整理できる状態に至ることを本プロジ

ェクトによる技術移転完了の目安としている。換言すると、知識習得の完了だけではなく、上

位目標に至る準備を整えることによって、本プロジェクトは完了する。そのような準備を前提

とするプロジェクトなので、プロジェクトの便益は以降も継続するといえる。 
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